
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人石井政一の上告理由について。

　不動産登記法により土地の地目変更の登記申請をするに際し、農地法四条一項に

よる都道府県知事の許可を証する書面を提出しない違法があつたとしても、登記官

吏において右申請を受理して土地の地目変更の登記をした以上、右違法により、右

変更登記が当然に無効となるものとは解せられない。これと同趣旨に出た原判示は、

正当であつて、原判決には所論の違法はない。それ故、所論は採るを得ない。なお、

上告代理人青木紹実提出の上告理由補充書は、期間経過後の提出にかかり、不適法

であるから判断を与えない。

　よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお

り判決する。
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